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改 正 前 改 正 後
一般公社債等の
課税

　 １．利子、収益分配金等
　 　一般公社債等の利子等は、20.315％源泉分離課
税（所得税15.315％、住民税５％）。

　 　ただし、同族会社が発行した社債の利子でその
同族会社の役員に支払われるものは、総合課税の
対象。

２．譲渡、償還等
　 　償還、一部解約等は譲渡とみなして、いずれも

20％申告分離課税（所得税15％、住民税５％）。
　 　ただし、同族会社が発行した社債の償還金でそ
の同族会社の役員に支払われるものは、総合課税
の対象。

※平成28年１月１日以後の利子等、譲渡等について
適用
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（略） １．非課税口座設置期間
　　平成26年１月１日?平成35年12月31日
２．非課税維持期間
　　最長５年
３．口座開設手続き
　 　口座は当初１回の設置とし、一定の　基準日ご
とに住民票等の必要書類を提出（10年間で３回の
基準日）。

４．非課税投資額
　　１年100万円
　 　５年間の非課税期間終了後に、次の非課税枠に
移管して、非課税を継続することができる。

平成26年度追加改正あり

上場株式等の
軽減税率の廃止

　平成25年12月31日まで10％ 　平成26年１月１日より20％

改 正 前 改 正 後
所得税の最高税
率の見直し

◉所得税額速算表

課税所得金額 税率 控除額

195万円未満 ５％ ──

330万円未満 10％ 9.75万円

695万円未満 20％ 42.75万円

900万円未満 23％ 63.6万円

1,800万円未満 33％ 153.6万円

1,800万円以上 40％ 279.6万円

◉所得税額速算表

課税所得金額 税率 控除額

195万円未満 ５％ ──

330万円未満 10％ 9.75万円

695万円未満 20％ 42.75万円

900万円未満 23％ 63.6万円

1,800万円未満 33％ 153.6万円

4,000万円未満 40％ 279.6万円

4,000万円以上 45％ 479.6万円

※平成27年分以後の所得税より適用

特定公社債等の
課税

　公社債、公社債投資信託等の課税について

１．利子、収益分配金
　　20.315％源泉分離課税
　　（所得税15.315％、住民税５％）

２．譲渡
　　譲渡益は非課税
　　譲渡損はなかったものとみなす
３．償還、一部解約
　　公社債：雑所得の総合課税
　　公社債投信：20.315％源泉分離
　　（所得税15.315％、住民税５％）
４．他の所得との通算
　　通算不可
　　３年間の繰越控除も不可

５．特定口座への受入れ
　　不可

　公社債および公社債投資信託など一定のもの
（「特定公社債等」）の課税について

１．利子、収益分配金
　　20％申告分離課税
　　（所得税15％、住民税５％）
　　または
　　申告不要
２．譲渡
　　譲渡益、譲渡損ともに申告分離課税

３．償還、一部解約
　　 償還額を譲渡所得等の収入金額とみなして20％

申告分離課税（所得税15％、住民税５％）

４．他の所得との通算
　 　上場株式等の配当所得および譲渡所得等の損益
通算を可能。

　　発生した損失は３年間の繰越控除も可能。
５．特定口座への受入れ
　　可能
　 　購入済の特定公社債等は平成28年中に、実際の
取得日・取得価額で受入れることができる。

※平成28年１月１日以後の利子等、譲渡等について
適用

※本表は右ページより左ページの順にお読みください。

Appendix

平成25年までに改正された
税制改正項目一覧表

個 人 所 得 税 ・ 金 融 証 券 税 制1

改 正 前 改 正 後
住宅ローン控除 １．控除限度額等

◉一般の場合

居住年 平成25年

借入限度額 2,000万円

控除率 1.0％

各年の
控除限度額

20万円

最大控除額 200万円

１．控除限度額等
◉一般の場合

居住年
平成26年
１月～３月

平成26年４月

～

平成29年12月

借入限度額 2,000万円 4,000万円

控除率 1.0％ 1.0％

各年の
控除限度額

20万円 40万円

最大控除額 200万円 400万円

（注） 平成26年４月から平成29年12月までの欄の金
額は、一般の住宅の対価の額または費用の額
に含まれる消費税等の税率が８％または10％
の金額であり、それ以外の場合における借入
限度額は2,000万円とする。

土 地 ・ 住 宅 税 制2

平成26年度税制改正大綱のポイント
ワイド特集 FPが押さえておきたい
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